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衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
米
国
関
税
措
置
及
び
日
米
間
の
合
意
に
基
づ
く
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
神
津
た
け
し
君
提
出
米
国
関
税
措
置
及
び
日
米
間
の
合
意
に
基
づ
く
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
十
二
に
お
い
て
、
「
こ
の
覚
書
の
い
か
な
る
内
容
も
、
日
米
両
国
の

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
と
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
以
下

「
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
は
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
業
務
に
係
る
各
勘
定
の
収
入
が
支
出
を
償
う
に
足
る
よ
う
貸
付
金
の
利
率
等

を
定
め
る
も
の
と
す
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
等
に

従
っ
て
、
ま
た
、
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
」
と
い
う
。
）
は
、
貿
易
保
険
の
事
業
の
収
入
が
支
出
を

償
う
に
足
る
よ
う
保
険
料
率
を
定
め
る
こ
と
を
求
め
る
貿
易
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
十
条
第
二

項
の
規
定
等
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
日
米
間
の
合
意
に
基
づ
く
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の



 

２ 

 

パ
ラ
グ
ラ
フ
九
に
お
い
て
、
「
米
国
は
、
米
国
連
邦
の
土
地
の
リ
ー
ス
、
交
通
ア
ク
セ
ス
、
水
、
電
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投

資
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
可
能
な
場
合
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
意
思
を
有
す
る
と
と
も
に
、
オ
フ
テ
イ
ク
契
約
を
ア
レ
ン
ジ

す
る
よ
う
努
め
る
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
米
国
側
に
よ
る
様
々
な
貢
献
が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
日
本
側
が

一
方
的
に
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
に
よ
る
出
融
資
等
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
に
お
い
て
、
「
協
議
委
員
会
は
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
関

連
す
る
戦
略
的
及
び
法
的
な
考
慮
事
項
に
つ
い
て
、
投
資
委
員
会
に
イ
ン
プ
ッ
ト
を
提
供
す
る
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
の
政
策
の
方
針
や
法
令
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

加
え
て
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
二
十
二
に
お
い
て
、
「
こ
の
覚
書
の
い
か
な
る
内
容
も
、
日
米
両
国
の

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
と
矛
盾
し
て
は
な
ら
な
い
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
我
が
国
の
利
益
に
資
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
及
び
貿
易
保
険
法
の

枠
組
み
の
下
、
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
我
が
国
の
利
益
に
資
す
る
よ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
選
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
対
等
な
関
係
か
ら
は
程
遠
い
と
考
え
る
」
と



 

３ 

 

の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
大
規
模
な
投
資
」
及
び
「
大
規
模
な
投
資
案
件
」
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
形
成
の
動
向
に

よ
る
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
、
民
間
企
業
等
に
よ
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
形
成
を
積
極
的
に
促
す
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
が
、
出
融
資
等
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
令
和
七
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
財
務
基
盤
の
強
化
等
に
要
す
る
経
費
を
計
上
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
今
後
も
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
切
な
措
置
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
は
法
的
拘
束
力
の
あ
る
国
際
約
束
で
は
な
く
、
国
会
の
承
認
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

ま
た
、
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
の
出
融
資
等
を
活
用
し
て
、
民
間
企
業
等
に
お

い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
分
配
割
合
」
は
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
に
お
い



 

４ 

 

て
、
「
米
国
連
邦
の
土
地
の
リ
ー
ス
、
交
通
ア
ク
セ
ス
、
水
、
電
力
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
資
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
可

能
な
場
合
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
意
思
を
有
す
る
と
と
も
に
、
オ
フ
テ
イ
ク
契
約
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
よ
う
努
め
る
」
（
仮
訳
）
と

さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
米
国
側
に
よ
る
様
々
な
貢
献
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
日
米
間
の
協
議
を
通
じ

て
合
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
分
配
割
合
に
見
合
っ
た
米
国
側
の
貢
献
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
十
二
に
お
い
て
、
「
投
資
に
よ
る
全
て
の
フ
リ
ー
キ
ャ

ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
こ
の
覚
書
に
従
っ
て
分
配
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
契
約
等
に
基
づ
い
て
、
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
期
間
中
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
分
配
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
益
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
経
済
・
国
家
安
全
保
障
上
の
利
益
」

等
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
日
本
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
御
指
摘
の
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
十
に
お
い
て
、



 

５ 

 

「
投
資
及
び
投
資
に
関
連
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ベ
ン
ダ
ー
及
び
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
を
選
択
す

る
に
当
た
り
、
投
資
委
員
会
は
、
可
能
か
つ
利
用
で
き
る
場
合
に
は
、
比
較
可
能
な
外
国
の
ベ
ン
ダ
ー
及
び
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

の
代
わ
り
に
、
日
本
の
ベ
ン
ダ
ー
及
び
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
を
選
択
す
る
」
（
仮
訳
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
ベ
ン
ダ
ー

及
び
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
」
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
日
本
企
業
」
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
機
器
、
設
備
及
び
原
材
料
を
供
給
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
日
本
が
受
け
る
利
益
」
は
、
個
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
に
よ
り
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
お

尋
ね
の
よ
う
に
「
評
価
指
標
を
示
し
、
実
績
を
公
表
す
る
」
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
及
び
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
が
出
融
資
等
を
行
う
、
御
指
摘
の
「
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、

政
府
と
し
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基
づ
く
情
報

開
示
等
を
通
じ
、
「
透
明
性
」
の
「
確
保
」
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
「
協
議
委
員
会
」
は
、
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
五
の
と
お
り
、
我
が
国
政
府
と
米
国
政
府

の
「
両
国
か
ら
指
名
さ
れ
る
者
で
構
成
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
議
事
録
や
提
出
さ
れ
た
資
料
」
の
「
公
開
」



 

６ 

 

に
つ
い
て
は
、
個
別
企
業
の
経
営
上
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
や
、
外
交
上
の
や
り
取
り
の
詳
細
が
含
ま
れ
得
る
た
め
、
現
時

点
で
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
投
資
委
員
会
」
は
、
「
了
解
覚
書
」
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
四
の
と
お
り
、
「
米
国
商
務
長
官
が
議
長
を
務

め
」
る
米
国
政
府
が
設
立
す
る
委
員
会
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
の
「
議
事
録
や
提
出
さ
れ
た
資
料
」
の
「
公
開
」
に
つ
い
て
、

我
が
国
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 


